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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第83期
第２四半期
累計期間

第84期
第２四半期
累計期間

第83期
第２四半期
会計期間

第84期
第２四半期
会計期間

第83期

会計期間

自　平成20年
４月１日

至　平成20年
９月30日

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成20年
７月１日

至　平成20年
９月30日

自　平成21年
７月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

売上高（百万円） 35,214 29,421 19,815 16,420 64,093

経常利益（百万円） 762 379 365 229 1,475

四半期（当期）純損益（百万円） 562 374 182 256 △541

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － － － －

資本金（百万円） － － 4,294 4,301 4,294

発行済株式総数（千株） － － 35,912 35,992 35,912

純資産額（百万円） － － 7,884 6,764 6,560

総資産額（百万円） － － 37,145 32,071 33,264

１株当たり純資産額（円） － － 219.17 187.76 182.16

１株当たり四半期（当期）純損益

（円）
15.69 10.45 5.10 7.15 △15.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
15.61 10.39 5.07 7.11 －

１株当たり配当額（円） － － － － 7.00

自己資本比率（％） － － 21.1 21.0 19.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
227 125 － － 425

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
29 △55 － － △47

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
935 △1,823 － － 2,884

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 6,272 6,588 8,341

従業員数（人） － － 525 518 517

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載していない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．　　　　３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第83期はストックオプション制度を採用しているが、１株当

たり当期純損失が計上されているため記載していない。
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２【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 518    

　（注） 従業員数は就業人員数である。なお、臨時従業員数は含まれていない。
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第２【事業の状況】
 (注)「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

１【受注高、売上高及び繰越工事高の状況】

(1)　受注工事高、売上高、繰越工事高

前第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

種類別
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中売上高
（百万円）

期末繰越
工事高
（百万円）

建設事業                     

建築工事 46,602 31,788 78,391 34,369 44,021

土木工事 148 451 600 352 247

計 46,751 32,239 78,991 34,721 44,269

不動産事業 － － － 492 －

合計 46,751 32,239 78,991 35,214 44,269

　

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

種類別
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中売上高
（百万円）

期末繰越
工事高
（百万円）

建設事業                     

建築工事 36,231 28,651 64,883 28,953 35,929

土木工事 19 160 179 86 92

計 36,250 28,812 65,062 29,040 36,022

不動産事業 － － － 381 －

合計 36,250 28,812 65,062 29,421 36,022

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

種類別
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中売上高
（百万円）

期末繰越
工事高
（百万円）

建設事業      

建築工事 46,602 52,210 98,813 62,582 36,231

土木工事 148 504 652 633 19

計 46,751 52,714 99,466 63,216 36,250

不動産事業 － － － 877 －

合計 46,751 52,714 99,466 64,093 36,250

　（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高に

その増減額を含む。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。

２．期末繰越工事高は、（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中売上高）に一致する。
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(2）受注工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

前第２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日）

建築工事     250     13,758 14,009

土木工事     －     139 139

計     250     13,897 14,148

当第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日）

建築工事 28 16,801 16,829

土木工事 －　 95 95

計 28 16,896 16,924

　

(3）売上高

期別 種類別 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

前第２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日）

建設事業             

建築工事 833 18,374 19,208

土木工事 － 347 347

計 833 18,722 19,555

不動産事業 － 260 260

合計 833 18,982 19,815

当第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日）

建設事業             

建築工事 557 15,604 16,162

土木工事 － 68 68

計 557 15,672 16,230

不動産事業 － 189 189

合計 557 15,862 16,420

　（注）１．完成工事高のうち請負金額が５億円以上の主なものは、次のとおりである。

　　　　　　前第２四半期会計期間

ＪＦＥ都市開発㈱ 蘇我スポーツ公園前ＳＣ計画新築工事

片倉工業㈱ 片倉フィラチャー増築工事（店舗棟）

住友不動産㈱ 月島四丁目計画新築工事

セコムホームライフ㈱ グローリオ清瀬駅前新築工事

㈱マルハン マルハン大間々店新築工事

　          当第２四半期会計期間

芙蓉総合リース㈱ ティップネス宮前平新築工事 

(独)国立病院機構大阪医療センター (独)国立病院機構大阪医療センター看護学校更新築整備工事

㈱タカラレーベン レーベンハイム亀戸９丁目新築工事　

㈱松竹マルチプレックスシアターズ ＭＯＶＩＸあまがさき新築計画Ｃ工事

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりである。

前第２四半期会計期間 該当なし。 　 　

当第２四半期会計期間 芙蓉総合リース㈱ 2,074百万円 12.6％
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(4）繰越工事高（平成21年９月30日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

建築工事 2,491 33,438 35,929

土木工事 － 92 92

計 2,491 33,531 36,022

　（注） 繰越工事のうち請負金額が５億円以上の主なものは、次のとおりである。

㈱関西ケーズデンキ （仮称）ケーズデンキＨＡＴ神戸店新築工事 平成21年11月完成予定　

㈱マルハン マルハン茨島店建替工事 平成21年12月完成予定　

東急不動産㈱ （仮称）ブランズ幕張新築工事 平成22年３月完成予定

防衛省　北関東防衛局 陸自木更津（19）整備場Ａ新設建築工事 平成22年７月完成予定　

伊藤忠都市開発㈱　 （仮称）クレヴィア吹田新築工事　 平成22年９月完成予定　

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。また、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はない。

 

３【経営上の重要な契約等】

    　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果もあってやや持ち直しの兆しが見られたものの、

雇用・所得環境の悪化や企業収益の悪化等もあり、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。

　建設業界におきましては、住宅着工件数の大幅な減少、不動産市況の低迷、民間設備投資の減少など受注環境は大

変厳しい状況が続いています。

このような状況のもと、当社はコア事業である「商業施設」の建築及び内改装工事等に経営資源を集中し、受注

の拡大と経営の効率化を推し進めております。

当第２四半期会計期間の業績につきましては、売上高は164億２千万円（前年同期比 17.1％減）、営業利益は経

費削減に努めたものの、貸倒引当金繰入の影響により、２億６千５百万円（前年同期比 30.7％減）、経常利益は２

億２千９百万円（前年同期比 37.1％減）となりましたが、特別損失が前年同期に比べ、大幅に減少したことなどに

より、四半期純利益は２億５千６百万円（前年同期比 40.6％増）となりました。

　事業の種類別業績は、以下のとおりであります。

（建設事業）

受注・価格競争が激化する厳しい経営環境において、企画提案型営業の拡大や購買力の向上などの課題に引き続

き取り組んでまいりました。その結果、受注高は169億２千４百万円（前年同期比19.6％増）、完成工事高は162億３

千万円（前年同期比 17.0％減）、次期への繰越工事高は360億２千２百万円（前年同期比 18.6％減）、そして、完

成工事総利益は９億６千９百万円（前年同期比 4.5％減）となりました。

（不動産事業）

販売用不動産の売上減少等により不動産事業売上高は１億８千９百万円（前年同期比 27.0％減）、不動産事業

総利益は２千５百万円（前年同期比 7.2％減）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末に比べ

３億１千７百万円の資金の減少（前年同四半期会計期間末は７億５千万円の資金の増加）となり、当第２四半期会

計期間末の資金は65億８千８百万円（前年同四半期会計期間末の資金は62億７千２百万円）となりました。

　なお、当第２四半期累計期間は、前事業年度末に比べ17億５千３百万円の資金の減少（前年同四半期累計期間は11

億９千２百万円の資金の増加）となっております。

　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、５億２千１百万円の資金の減少（前年同

四半期会計期間は３億８千８百万円の資金の増加）となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益２億６千万

円、未成工事支出金の減少12億９千８百万円、仕入債務の増加15億２千２百万円、主な減少要因は売上債権の増加34

億９千８百万円であります。

　なお、当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、１億２千５百万円の資金の増加（前

年同四半期累計期間は２億２千７百万円の資金の増加）となっております。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、４千１百万円の資金の減少（前年同四半

期会計期間は５千９百万円の資金の増加）となりました。主な減少要因は貸付けによる支出３千５百万円、有形固

定資産の取得による支出８百万円であります。

　なお、当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、５千５百万円の資金の減少（前年同

四半期累計期間は２千９百万円の資金の増加）となっております。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、２億４千６百万円の資金の増加（前年同

四半期会計期間は３億１百万円の資金の増加）となりました。主な増加要因は短期借入金の純増加額５億円、長期

借入れによる収入４億５千万円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出６億２千４百万円、配当金の支払額

７千８百万円であります。

　なお、当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、18億２千３百万円の資金の減少（前

年同四半期累計期間は９億３千５百万円の資金の増加）となっております。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はない。

 

(4）研究開発活動

　　研究開発活動は特段行われていない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、重要な設備の新設及び除却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 111,200,000

計 111,200,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計

期間末現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 35,992,000 35,992,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株　

計 35,992,000 35,992,000 ― ―

　（注） 提出日現在発行数には、平成21年11月１日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれていない。

　

（2）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行

することを平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
平成17年６月30日から

平成37年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　　　 1

資本組入額　　　　  1

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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②　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成18年６月29日の定時株主総会において決議されたもの。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　　　1

新株予約権の行使期間
平成19年２月１日から

平成39年１月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格　　　　　　337

資本組入額     　   169

新株予約権の行使の条件　（注）2

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１. 発行価格は、新株予約権の払込金額336円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額336円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしてい

る。

　　２. 平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の

取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。
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③　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成19年６月28日の定時株主総会において決議されたもの。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　　　1

新株予約権の行使期間
平成20年６月25日から

平成39年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）1

発行価格　　　　　　268

資本組入額　　　　　134

新株予約権の行使の条件　（注）2

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．発行価格は、新株予約権の払込金額267円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額267円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしてい

る。

　　２. 平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の

取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。
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④　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成20年６月27日の定時株主総会において決議されたもの。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　　　1

新株予約権の行使期間
平成21年６月25日から

平成40年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）

発行価格　　　　　　102

資本組入額     　  　51

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

１ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注） 発行価格は、新株予約権の払込金額101円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の

払込金額101円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。
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⑤　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成21年６月26日の定時株主総会において決議されたもの。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　　　1

新株予約権の行使期間
平成22年６月25日から

平成41年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）

発行価格　　　　　　 60

資本組入額　　　　　 30

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

１ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注） 発行価格は、新株予約権の払込金額59円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の払

込金額59円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

　

（3）【ライツプランの内容】

 該当事項なし。

　

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日

（注）

80,00035,992,0007,092 4,301,639 7,072 186,581

　（注） 新株予約権の行使による増加である。
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（5）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社マルハン 京都市上京区出町通今出川上る青龍町231 11,714 32.54

株式会社サンヤマト 京都市南区久世東土川町20 1,040 2.88

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１-１-２　 996 2.76

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 790 2.19

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１-８-11 647 1.79

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４-15-10 331 0.91

イチケン従業員持株会 東京都台東区北上野２-23-５ 323 0.89

平田　敬人 福岡県鞍手郡小竹町　 300 0.83

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２-11-３ 291 0.80

田中　忠志 新潟県上越市 270 0.75

計 － 16,702 46.41

　（注） オデイ・アセット・マネジメント・エルエルピーから、平成17年11月２日付の大量保有報告書の写しの送付があ

り、平成17年10月31日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けている。当社として当第２四半期会計期

間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

 株券等保有割合
 （％）

オデイ・アセット・マネジメント・

エルエルピー

（Odey Asset Management LLP）

 12 UPPER GROSVENOR STREET,LONDON,W１K ２ND1,978 5.56
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（6）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　84,000 － －　

完全議決権株式（その他） 普通株式 35,722,000 35,722 －

単元未満株式 普通株式　　186,000 －
１単元（1,000株）

未満の株式  

発行済株式総数 35,992,000 － －

総株主の議決権 － 35,722 －

　（注）１．完全議決権株式（自己株式等）欄は、全て当社保有の自己株式である。

２．完全議決権株式（その他）欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数 １個)が含まれてい

る。

３．単元未満株式には、当社保有の自己株式909株が含まれている。

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
 （株）

他人名義
所有株式数
 （株）

所有株式数
の合計
 （株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社イチケン
東京都台東区北上

野２-23-５
84,000 － 84,000 0.23

計 － 84,000 － 84,000 0.23

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 117 125 137 127 121 123

最低（円） 96 103 110 112 115 110

　（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）

に準じて記載している。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期

財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。　

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって、有限責任監査法人トーマツと

なった。　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がないので、四半期連結財務諸表を作成していない。
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１【四半期財務諸表】
（1）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 6,708 8,341

受取手形・完成工事未収入金 12,868 10,472

未成工事支出金 ※3
 5,436 7,189

その他 971 836

貸倒引当金 △601 △376

流動資産合計 25,383 26,462

固定資産

有形固定資産 ※1
 4,248

※1
 4,297

無形固定資産 52 57

投資その他の資産

その他 4,379 4,370

貸倒引当金 △1,993 △1,923

投資その他の資産計 2,386 2,447

固定資産合計 6,688 6,801

資産合計 32,071 33,264
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 15,299 14,911

短期借入金 2,861 4,621

1年内償還予定の社債 110 110

未払法人税等 23 27

未成工事受入金 3,571 3,579

完成工事補償引当金 131 141

工事損失引当金 ※3
 30 55

賞与引当金 299 323

その他 392 543

流動負債合計 22,718 24,311

固定負債

社債 385 440

長期借入金 794 554

退職給付引当金 747 718

その他 661 679

固定負債合計 2,588 2,392

負債合計 25,307 26,703

純資産の部

株主資本

資本金 4,301 4,294

資本剰余金 186 179

利益剰余金 2,064 1,940

自己株式 △15 △15

株主資本合計 6,536 6,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 205 127

評価・換算差額等合計 205 127

新株予約権 22 33

純資産合計 6,764 6,560

負債純資産合計 32,071 33,264
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（2）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 35,214 29,421

売上原価 33,272 27,611

売上総利益 1,941 1,810

販売費及び一般管理費 ※1
 1,148

※1
 1,384

営業利益 793 426

営業外収益

受取利息 4 9

受取配当金 9 5

還付消費税等 － 9

その他 5 7

営業外収益合計 19 31

営業外費用

支払利息 42 41

支払手数料 － 28

その他 8 8

営業外費用合計 50 78

経常利益 762 379

特別利益

投資有価証券売却益 40 －

貸倒引当金戻入額 29 －

その他 1 －

特別利益合計 70 －

特別損失

固定資産除却損 － 0

投資有価証券評価損 101 －

和解金 ※2
 250 －

その他 4 －

特別損失合計 356 0

税引前四半期純利益 476 379

法人税、住民税及び事業税 9 9

法人税等調整額 △95 △5

法人税等合計 △85 4

四半期純利益 562 374
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【第２四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 19,815 16,420

売上原価 18,773 15,424

売上総利益 1,042 995

販売費及び一般管理費 ※1
 660

※1
 730

営業利益 382 265

営業外収益

受取利息 4 6

受取配当金 0 0

その他 3 5

営業外収益合計 8 12

営業外費用

支払利息 20 18

支払手数料 － 26

その他 4 2

営業外費用合計 25 47

経常利益 365 229

特別利益

投資有価証券売却益 40 －

貸倒引当金戻入額 － 30

その他 11 －

特別利益合計 51 30

特別損失

固定資産除却損 － 0

投資有価証券評価損 81 －

和解金 ※2
 250 －

その他 2 －

特別損失合計 333 0

税引前四半期純利益 83 260

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 △104 △1

法人税等合計 △99 3

四半期純利益 182 256
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（3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 476 379

減価償却費 68 67

貸倒引当金の増減額（△は減少） 175 294

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 24 △10

工事損失引当金の増減額（△は減少） △135 △25

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 29

受取利息及び受取配当金 △13 △14

支払利息 42 41

投資有価証券売却損益（△は益） △40 －

投資有価証券評価損益（△は益） 101 －

和解金 250 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,628 △2,408

販売用不動産の増減額（△は増加） 112 0

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,401 1,752

仕入債務の増減額（△は減少） 1,654 388

未払消費税等の増減額（△は減少） △80 △194

未成工事受入金の増減額（△は減少） △972 △8

その他 △163 △93

小計 263 174

利息及び配当金の受取額 14 11

利息の支払額 △44 △46

法人税等の支払額 △6 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー 227 125

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2 △13

無形固定資産の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の取得による支出 △33 △6

投資有価証券の売却による収入 51 －

貸付けによる支出 － △35

その他 15 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 29 △55

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,272 △1,000

社債の償還による支出 － △55

長期借入れによる収入 500 450

長期借入金の返済による支出 △587 △969

配当金の支払額 △248 △249

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 935 △1,823

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,192 △1,753

現金及び現金同等物の期首残高 5,079 8,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,272

※
 6,588
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　  至　平成21年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更　 　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期

１年以上、かつ、請負金額５億円以上）については工事進行基準を、その

他の工事については工事完成基準を適用していたが、第１四半期会計期

間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用し、第１四半期会計期

間に着手した工事契約から、当第２四半期会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。

　なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事

（工期１年以上、かつ、請負金額５億円以上）については工事進行基準

を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用している。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期累計期間に

係る売上高は3,284百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期

純利益が、それぞれ100百万円増加している。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期損益計算書関係）

　前第２四半期累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示していた「還付消費税等」（０百万

円）は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間から区分掲記することとした。

　

  前第２四半期累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示していた「支払手数料」（４百万円）

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間から区分掲記することとした。

　

　前第２四半期累計期間において特別損失の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」（２百万

円）は特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間から区分掲記することとした。

　

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期損益計算書関係）

　前第２四半期会計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示していた「支払手数料」（２百万円）

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間から区分掲記することとした。

　

　前第２四半期会計期間において特別利益の「その他」に含めて表示していた「貸倒引当金戻入額」（10百万

円）は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間から区分掲記することとした。

　

　前第２四半期会計期間において特別損失の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」（０百万

円）は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間から区分掲記することとした。
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【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項なし。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項なし。

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,365百万円であ

る。

　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,305百万円であ

る。

２．偶発債務

（1）分譲マンション手付金の前金保証に対する連

帯保証

２．偶発債務

（1）分譲マンション手付金の前金保証に対する連

帯保証

  ㈱モリモト 253 百万円

　その他２社  117

　計 371

  ㈱タカラレーベン 51 百万円

　その他 10

　計 61

（2）共同企業体として過去に施工した建築工事の

瑕疵に関する和解金のうち、当該共同企業体の他の

構成員の負担額に係る連帯債務　　65百万円

　

（2）共同企業体として過去に施工した建築工事の

瑕疵に関する和解金のうち、当該共同企業体の他の

構成員の負担額に係る連帯債務　　80百万円

※３．損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

ている。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成

工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は30　

百万円である。

　

───────

４．貸出コミットメント契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行６行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。

　これら契約に基づく当第２四半期会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりである。

 当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

5,300百万円

 借入実行残高 2,200 　

 差引額 3,100 　

　なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。

４．貸出コミットメント契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。

　これら契約に基づく当事業年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等

は次のとおりである。

 当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

5,050百万円

 借入実行残高 3,200 　

 差引額 1,850 　

　なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。
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（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

従業員給与手当 356 百万円

賞与引当金繰入額 71 

退職給付費用 18 

貸倒引当金繰入額 205 

　

従業員給与手当 327 百万円

賞与引当金繰入額 57 

退職給付費用 18 

貸倒引当金繰入額 554 

 ※２．和解金

　過去に施工した建築工事の瑕疵を理由として発注者

から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立てを受けて

いる当該工事について、仲裁和解案をもとに当社負担

見込額を計上している。

───────

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

従業員給与手当 161 百万円

賞与引当金繰入額 52 

退職給付費用 8 

貸倒引当金繰入額 210 

　

従業員給与手当 153 百万円

賞与引当金繰入額 40 

退職給付費用 8 

貸倒引当金繰入額 320 

 ※２．和解金

　過去に施工した建築工事の瑕疵を理由として発注者

から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立てを受けて

いる当該工事について、仲裁和解案をもとに当社負担

見込額を計上している。

───────

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

現金預金勘定 6,272 百万円

現金及び現金同等物 6,272

　

現金預金勘定 6,708 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △120

現金及び現金同等物 6,588
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　35,992 千株

 

　２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　84 千株

 

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　22 百万円

 

　４．配当に関する事項

     　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 250 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日利益剰余金

　５．株主資本の金額の著しい変動

当第２四半期累計期間における剰余金の配当については、「４．配当に関する事項」に記載している。

なお、この他に該当事項はない。

　

（有価証券関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

　前事業年度の末日と比較して著しい変動がないため記載していない。

　

（デリバティブ取引関係）

  当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

　  該当事項なし。

　

（持分法損益等）

  前第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　  該当事項なし。

  当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　  該当事項なし。
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　重要性が乏しいため記載していない。

 

（企業結合等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項なし。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 187.76円 １株当たり純資産額 182.16円

２．１株当たり四半期純利益等

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益 15.69円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
15.61円

１株当たり四半期純利益 10.45円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
10.39円

　（注） １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益         

四半期純利益（百万円） 562 374

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 562 374

期中平均株式数（千株） 35,821 35,868

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益         

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 180 182

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

　第３回新株予約権（新株予約

権の数112個）。

　なお、概要は「第４提出会社

の状況１　株式等の状況（2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりである。

───────
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前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益 5.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
5.07円

１株当たり四半期純利益 7.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
7.11円

　（注） １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益         

四半期純利益（百万円） 182 256

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 182 256

期中平均株式数（千株） 35,834 35,907

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益         

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 190 167

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

　第３回新株予約権（新株予約

権の数112個）。

　なお、概要は「第４提出会社

の状況１　株式等の状況（2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりである。

───────

　

（重要な後発事象）

　該当事項なし。

　

（リース取引関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

  前事業年度末と比較して著しい変動がないため記載していない。

　

２【その他】

　該当事項なし。

　

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

四半期報告書

27/30



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成２０年１１月１０日

株式会社イチケン   

取締役会　御中   

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 梶浦　和人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士
後藤　紳太郎　
　　

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 秦　一二三  

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケ

ンの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第８３期事業年度の第２四半期会計期間（平成２０年７月１日

から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日まで）に係る

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対

する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イチケンの平成２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成２１年１１月１０日

株式会社イチケン   

取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 梶浦　和人  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士
後藤　紳太郎　
　　

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秦　一二三  

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケ

ンの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第８４期事業年度の第２四半期会計期間（平成２１年７月１日

から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年９月３０日まで）に係る

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対

する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イチケンの平成２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期会計期間より工

事契約に関する会計基準を適用している。　

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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